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在宅支援診療所等 
＜２４時間の在宅医療ニーズに対応＞ 

特別養護老人ホーム            

老人保健施設            

病院 
            

（サービスの提供にICTを活用） 

 
外部の医療機関との連携を条件
に、医師の配置を緩和。 

地域医療支援病院、 
 
２次救急病院等 
 
 （日常生活圏域外） 
           

病院、診療所等以外でも訪問リハビリを行う事業所
の設置を可能とする。 
 

     医師応援 

     医師応援 

     医師応援 

日常生活圏域 

○病院の医療従事者の配置基準に関
する弾力的対応を可能とする。 
・地域の実情に応じ妥当な計算方法に
より計算 
・他の医療機関との連携等を条件に、
医師配置について緩和 

     連携 

訪問リハビリ事業所 

外部の医療機関等との連携を条
件に、医師の配置を緩和。 
 

24時間地域巡回型訪問ｻｰﾋﾞｽ 
（訪問看護を含む） 

「医療法施行規則」の特例 

①「介護老人保健施設の人
員、施設及び設備並びに運
営に関する基準」の特例 

②「特別養護老人ホームの
設備及び運営に関する基
準」等の特例 

③「指定居宅サービス等の事業の人員、
設備及び運営に関する基準」等の特例 

東日本大震災復興特別区域法における介護分野の対応について 

（参考） 

１ 



内閣総理大臣に提出 内閣総理大臣の認定 

復興特別区域としての計画作成が 
できる地方公共団体の区域 

東日本大震災により一定の被害が生じた区域である
財特法の特定被災区域等（２２２市町村の区域） 

特例の追加・充実 

復興地域づくりを支援する 
新たな交付金（復興交付金） 

 

・４０のハード補助事業を一括化 
・使途の緩やかな資金を確保 
・地方負担を全て手当て 
・執行の弾力化・手続きの簡素化 

国と地方の協議会 
 
 

・地域からの新たな 
 特例の提案等につ 
 いて協議 
・県ごとに設置（地域別 
 等の分科会設置も可能） 

・現地で開催 
・復興庁が被災地の 
 立場に立って運営 

復興特別区域基本方針 
（閣議決定） 

【主な内容】 
・ 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 
・ 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施 
  すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針 
・ 復興推進計画の認定に関する基本的な事項 
・ 復興特別区域における特別措置  等 

復興交付金事業計画の 
作成 

 

 市町村が単独又は県と共同 
して作成 
 交付金事業（著しい被害を受 
けた地域の復興のための事業 
）に関する計画 

復興整備計画の作成 
 

   市町村が単独又は県と共同 
 して作成 
  土地利用の再編に係る特例 
 許可・手続の特例等を受け  
 るための計画 

・住宅、産業、まちづくり、医療・  
 福祉等の各分野にわたる規制、 
 手続きの特例 
・雇用の創出等を強力に支援 
 する税制上の特例措置 
・利子補給 

計画の公表 

土地利用再編のための 
特例 

 

・事業に必要な許可の特例 
・手続のワンストップ処理 
・新しいタイプの事業制度の 
 創設 

・必要に応じ、公聴会、公告、縦覧 
・復興整備協議会で協議・同意 

復興推進計画の作成 
 

 県、市町村が単独又は共同 
して作成 
 民間事業者等の提案が可能 
 個別の規制、手続の特例や  
税制上の特例等を受けるため
の計画 

（参考）東日本大震災復興特別区域法の枠組み 
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